
大阪発明協会セミナー新シリーズ：「技術者向け発明力向上プログラム～エジソンを育てる～」⑤

「技術者の実務で使う新規性・進歩性判断と侵害判断」
　

平成２５年１２月１０日（火）１３時００分～１７時００分

【開催概要】

会場：大阪大学中之島センター　７階講義室７０２

　

※注意（１）３日以内のキャンセルの場合、受講料はお返しできません。
（２）聴講券、納品書又は請求書は、講座開催日の１０日前頃に郵送いたします

４０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

会員　２０，０００円　非会員　４０，０００円（テキスト代含む、消費税込み）

開催日

開催場所

募集人数　

講師

受講料　

申込先

　

一般社団法人　大阪発明協会　（http://www.jiiiosaka.jp/)

電話　０６－６４７９－１９２６　ＦＡＸ　０６－６４７９－３９３０

～知っておくべき特許性と問題特許の考え方～

（３）他府県発明協会会員でも会員料金で受講できます。

（１）こんなことでお困りではありませんか？
　① 特許公報の読み方が分からないエンジニアが多い。

　② 「特許性」の判断ができないため、どの発明が権利になるのかどうかわからない。

　③ 自社の技術が他社の権利を侵害しているのか否か、判断することができない。

（２）「技術者向け発明力向上プログラム」はここがちがう！
　① 特許公報の適切な読み分けができるよう、簡単な事例を通じて、特許公報の読み方の練習をします。

　② 「特許性」の判断を体験してもらうために簡単な演習を行います。

　③ 「問題特許」の判断を体験してもらうために簡単な演習を行います。

　

（３）セミナー受講の効果
　① 自分の発明の特許性が判断できるようになる！

　② 他社特許権を侵害しているか判断できるようになる！

　③ 特許を取得しても実施の安全性が確保されるわけでないことを理解できる！

【プログラム（予定）】
Ⅰ． 特許公報の欄とその役割

　　本セクションでは、 特許公報中の情源源と技術者が勘違いをしやすいポイントを整理し、

　　目的にあった公報読解のための準備を行います。

　ⅰ） 特許公報とは

　ⅱ） 特許公報の役割

　ⅲ）フロントページ

　ⅳ）特許請求の範囲

　ⅴ）詳細な説明

　ⅵ）技術者がハマル、公報の落とし穴

Ⅱ． 目的にあった特許公報の読み方

　　技術情報として見るか、権利情報として見るか、特許情報の２つの特性を理解し、

　　それぞれの情報をどのような使い方をするのかを学習します。

　ⅰ） 先行技術としての特許公報

　ⅱ） 問題特許としての特許公報

Ⅲ． 実際に考えてみよう

　　簡単な実例で、実際に先行技術としての状況判断と、問題特許としての状況判断を行います。

　ⅰ） 先行技術として特許公報を読んでみよう

　ⅱ） 問題特許として特許公報を読んでみよう

協力 TechnoProducer株式会社

五丁　龍志　氏　
　　　　　　　

（TechnoProducer株式会社　代表取締役：弁理士）

（大阪工業大学　知的財産学部　客員准教授）



大阪大学
中之島センター

大阪市立科学館

リーガロイヤルホテル

関西電力本店

ダイビル本館

京阪中之島線　中之島駅 京阪中之島線　              渡辺橋駅

国立国際美術館

グランキューブ大阪

住友病院

◆アクセス◆
   
 ●京阪中之島線 渡辺橋駅より 徒歩約５分 
 ●京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約５分 
 ●阪神本線 福島駅より 徒歩約９分 
 ●JR東西線 新福島駅より 徒歩約９分 
 ●JR環状線 福島駅より 徒歩約１２分 
 ●地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約１０分 
 ●地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より 徒歩約１６分  

 
 ●大阪市バス（53系統） 
  大阪駅前バスタミナル
  →　中之島四丁目（旧玉江橋）　下車　徒歩１分 
 ●大阪市バス（75系統） 
  大阪駅前バスタミナル
  →　田蓑橋　下車　徒歩１分 
 ●北港バス（中之島ループバス ふらら） 
  淀屋橋発（土佐堀通/住友ビル前）　
  →　大阪大学中之島センター前 下車　徒歩１分 

大阪発明協会技術者向け発明力向上プログラム参加申込書

開催日 セミナー名 定員

申込日　　　　年　　月　　日

実務経験
年　数 ご専門　受講者名 所属部署名 E-mail

（例）電気機械

会社名
または
氏　名

部 署 名
および

連絡担当者

ご住所 〒 TEL

FAX

お支払方法（予納金・現金・銀行振込・郵便振替）

１.請求書（要・不要）

２.予納金処理の方 得意先コード No. - -

□振込先銀行　 三井住友銀行　大阪本店営業部　普通預金　7900182

三菱東京UFJ銀行　中之島支店　　　普通預金　0042472

※お申し込み者様宛に、国の説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。なお、案内などを希望
　されない場合は、当協会へお申し付けください。
※許可なくして講義内容の録音、録画等をおこなう事を固く禁じます。

□会員・非会員の区別　（法人会員・個人会員：　　　　　　発明協会・一般）　
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電車によるアクセス

大阪発明協会行 

 FAX 06-6479-3930

□口座名義　      一般社団法人　大阪発明協会
□郵便振替口座　 00940-7-312572

「技術者の実務で使う新規性・進歩性判断と侵害判断」
～知っておくべき特許性と問題特許の考え方～

12月10日（火）
13時00分～17時00分

４０名

・すべての技術系担当者   

・営業 /マーケティング部門の担当者

【受講対象者】


